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道路交通法による路上駐車管理方策と
規制の実効性に関する調査研究

堂 柿 栄 輔＊・梶 田 佳 孝＊＊・簗 瀬 範 彦＊＊＊

Effect of the On−Street Parking Regulation

Eisuke DOGAKI＊，Yoshitaka KAJITA＊＊ and Norihiko YANASE＊＊＊

要 旨

路上駐車の秩序回復に関し，平成元年前後から幾つかの施策や考え方が示され，通行機

能とアクセス機能の両立が試みられてきた．その施策として従来からの時間制限駐車区間

や駐車禁止除外指定制度に加え，高齢者等に対する専用駐車区間制度や，貨物自動車運送

事業及び一般乗用旅客自動車運送事業に対する配慮がある．これらの施策は駐車禁止の施

策を一部緩和する形でなされる場合が多いが，その実効性は不明な点も多く，そのため施

策の評価も難しい．

本研究では荷捌き用務を対象とした駐車規制区間の実効性を，２時点のプレート式連続

調査による駐停車行動の観察結果から示した．調査は札幌市都心部の駐車場整備地区で

行った．また分析の方法はクロス集計及び基礎的な統計値の算出による．

Key words：路上駐車，規制，実効性

１．はじめに

我が国の都市部での路上駐車規制は，駐車禁止または駐停車禁止を基本とするが，平成の初

めからはいくつかの施策の中で，「秩序ある駐車の推進」，「適正な交通規制の実施」（「大都市に

おける駐車対策の推進について」交通対策本部申し合わせ：平成２年）１）等の表現で，従来か

らの厳格な規制とは異なった考え方も示されている．一方規制の緩和は駐車行為の無秩序化を
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図１ 研究の内容

まねく恐れもあり，新たな規制に対しその実効性を示すことは計画情報として有益であろう．

本研究は，道路交通法（以下法）での路上駐車管理施策を概観した上で，駐車規制の実効性

について，プレート式連続調査からその現状を把握し基礎的な統計分析を行った．調査対象は

札幌市都心地区（駐車場整備地区）である．

２．研究の内容と既存研究

２．１ 研究の内容

研究の内容を図１に示す．a）では道路交通法に

よる路上駐車管理の現状での施策をまとめた．これ

は，本研究で対象とした荷捌に配慮した駐車管理の

位置づけを明らかにすることを意図した．b）では

規制実施前と実施後の２時点で調査を行った．新た

な規制の実施では道路事業者による横断構成の変更

を行ったため，２つの調査に１～２年の時間差があ

る．c）及びd）では一般的な統計分析手法を用い

た．c）の現状分析は主に事後調査を対象とした．

２．２ 既存研究の考察

路上駐車に関する研究は専門誌での論説等も多いが，ここでは交通工学研究会，土木学会及

び都市計画学会の研究論文を対象に既存研究を概観すると共に，筆者のこれまでの研究との関

連を説明する．

昭和３２年公布の駐車場法制定の経緯等も含め，１９８０年（昭和５５年）前後までの駐車政策は参

考文献２）にまとめられている．この研究は，我が国の都市駐車政策の経緯をまとめた最初の

研究であるが，新谷によるこの一連の研究において，駐車政策の４つの基本である付置義務施

設，都市計画駐車場，届出駐車場，路上駐車場の位置づけと各々の関連が端的に説明されてい

る．これより１９９０年代までの路上駐車対策は，路外駐車場の整備による路上から路外への誘導

を基本としてきたことがわかる．しかし１９９０年代後半から，「街路空間の再配分」３）や「駐車

管理方策」４）なる表現に示されるように，駐車機能を街路機能の一部と考え，積極的に通過交

通や自転車及び歩行者との共存策を探る傾向がみられ始めた．その背景には，路上から路外へ

の誘導が困難な荷捌き交通対策５）６）や，地方都市での都心商業活動の再活性化等の問題があっ

た．一方，路上駐車規制は道路交通法に基づくものであり，法規制に対する遵法意識７）や駐停

車の容認時間等法基準そのものの可否８）に言及する研究も行われている．参考文献９）では，

路上駐車に関わる道路交通法，道路法及び道路運送法令体系における法的施策と，それに対す
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図２ 路上駐車管理の分類

る市民意識を分析している．一方，平成１８年より開始された民間の駐車監視員による路上駐車

管理の効果１０）についても明らかにされている．

３．現状の路上駐車管理施策

新たな駐車規制では，一律の駐車禁

止条件を一部解除する場合が多い．街

路の滞留機能について道路法や駐車場

法でも幾つかの施策があるが，ここで

は主に道路交通法における施策を図２

に示す．目的（特定個人or一般）の分

類を縦軸に，規制の実施される道路空

間の分類を横軸に示した．図中「荷捌

き駐車規制」（網掛け部）が本研究の対象である．

３．１ 時間制限駐車区間

�時間制限駐車区間（道路交通法第四十九条）

不特定多数のドライバーを対象に道路区間を限定した施策である．「時間を限って同一の車

両が引き続き駐車することができる道路の区間」（以下引用を教科書体とする）である．通常こ

の区間はパーキング・メーターまたはパーキング・チケットで管理される．この制度は短時間

の駐車需要に応えるため昭和４６年の法改正で導入されたものであり，駐車時間の上限は通常１

時間程度である．従って道路交通法での「短時間」は１時間程度を想定していることになる．

利用では条例で定められる手数料を支払うが，この額はおよそ周辺の路外駐車場料金と同額で

あることが多い．この利用を貨物車に限定し，駐車時間をより短時間（２０分～３０分）とする例

も一般的である．

�高齢運転者等専用時間制限駐車区間（法第四十九条の二）

個人属性と道路区間を限定した駐車管理であり，前期の時間制限駐車区間より対象となる道

路区間はより限定される．平成２２年より施行された法律（法第四十九条の二）を根拠とし，そ

の目的は「・・身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれがある高齢運転者を，安全で快適な

駐車環境を提供することにより支援し，交通事故の防止を図るため・・」とある．ここで高齢者

とは７０歳以上の高齢者マークの対象者であるが，聴覚障害者及び肢体不自由者及び妊婦も対象

となる．駐車にあたって手数料は不要である．この施策は高齢者等に対する路側空間の優先占

有である．

３７道路交通法による路上駐車管理方策と規制の実効性に関する調査研究
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図３ 主な用務分類

分類
方面別許可件数 構成比

（％）札幌 函館 旭川 釧路 北見 合計

道路維持作業等 ３４４ ８２ １０３ １８６ ６０ ７７５ ５．４

紫外線関係 ０ ０ １ ０ ０ １ ０

医療関係 １９１ ２６ ３７ ２２ ３ ２７９ １．９

身障者関係 ７，９７７ ９５９ １，９６７ １，４８３ ７６６１３，１５２ ９１．１

緊急報道 １２ １ ８ ４ １ ２６ ０．２

知的障害者 １７１ ５ １１ ７ ６ ２００ １．４

計 ８６９５ １０７３ ２１２７ １７０２ ８３６ １４４３３ １００

表１ 北海道公安委員会方面別件数（平成１６年）

３．２ 駐車禁止除外指定等

特定多数のドライバーを対象とした施策

であり，駐車禁止規制下で駐車を許可する

ものである．時間制限駐車区間が道路空間

の一部を限定し不特定多数の路側占有を認

めるのに対し，この施策は道路区間を限定

せず特定の運転者及び車両に駐車を容認す

る制度である．図３に駐車禁止除外指定及

び駐車許可が対象とする用務の分類を示

す．縦軸は日常と緊急の分類であり，横軸

は駐車目的の個人と公共の分類である．

�駐車禁止除外指定

法第四条２項（公安

委員会の交通規制）を

根拠とする．「・・交通

の規制は、区域、道路

の区間又は場所を定め

て行なう。この場合に

おいて、その規制は、

対象を限定し、・・」で

あり，公安委員会が認

めれば条件を満たす車

両の駐車禁止を除外できるとするものである．この時，除外対象は選挙活動，郵便物・廃棄物

の集配，道路維持，医療行為，報道機関，身体・知的障害者等であり，内容は都道府県公安委

員会の道路交通法施行細則に示される．表現は異なるが内容はほぼ全国一津である．表１は平

成１６年に北海道公安委員会が発行した方面別目的別件数である．全体の９１．１％は身体障害者に

対するものであり，他に道路維持作業５．４％，医療関係１．９％，知的障害者１．４％となってい

る．

�駐車許可証

駐車禁止除外指定と同様の施策であるが，法第四十五条１項を根拠とする警察署長の行う駐

車許可（・・ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限

りではない。）であり，日時や場所を限定した駐車許可である．法施行細則では，「�公益上社

会通念上必要であるとき，�貨物の積み卸しその他業務上の必要によりやむを得ないとき」と

堂 柿 栄 輔・梶 田 佳 孝・簗 瀬 範 彦３８
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写真１ 営業車と貨物車の路側空間共有（長崎市）

表現され具体例は示さ

れていないが，許可例

は表２のとおりであ

る．この分類では介護

関係の許可が５１．４％で

あり全体の半数を占め

る．その他２６．６％の内

訳は不明であるが，次

いで工事作業関係が

１３．７％となっている．

駐車禁止除外指定が障害者手帳や医師免許等明確な根拠に基づくのに対し，駐車許可では地域

の実情に応じた対応が可能である．北海道では灯油の配送車に認められる例がある．なお駐車

禁止除外指定と駐車許可証の合計３０，１６５台は，北海道の登録車及び軽自動車の合計約３６０万台

の０．８％である．

３．３ 荷捌きに対する配慮

道路区間を限定し荷捌き用務の駐車制限を緩和する施策である．荷捌き交通への配慮は都市

機能の維持では必要であり，特に平成１８年からの民間組織による駐車規制の強化以降この必要

性は強まっている．公安委員会により対応は異なるが，車種，駐車時間，目的を配送交通に限

定し，２０分程度の駐車を容認する例や，時間帯を限った規制が一般的である．

３．４ タクシーへの配慮

荷捌き同様用務を限定した施策であ

る．客待ちタクシー（「一般乗用旅客

自動車運送事業」：道路運送法第三条

一ハ）に対する乗り場の設置は従来か

らの施策であるが，他の機能との共存

策等の工夫もある．写真１は長崎市で

の荷捌き駐車と客待ちタクシーの時間

を限った路側占有の工夫である．昼間

時間帯の前半（６：００～１２：００）を荷

捌き駐車に，午後（１２：００～翌日午前

６：００）をタクシーの客待ちスペース

分類
方面別許可件数 構成比

（％）札幌 函館 旭川 釧路 北見 合計

貨物の積み卸し ５５７ ０ ５ ３９ ２８ ６２９ ４．０

工事作業関係 １，７３６ ６３ １８９ ６８ ９９ ２，１５５ １３．７

医療関係 ３４２ ２５ ８３ ３１ １３ ４９４ ３．１

報道関係 １０６ ２６ ２６ １３ １２ １８３ １．２

介護関係 ４，１８６ １，１９５ １，４２３ ９４８ ３３３ ８，０８５ ５１．４

その他 ３，１０６ ２５３ ３５５ ２３０ ２４３ ４，１８７ ２６．６

合計 １０，０３３ １，５６２ ２，０８１ １，３２９ ７２８１５，７３３ １００

表２ 警察署方面別件数（平成１６年）

３９道路交通法による路上駐車管理方策と規制の実効性に関する調査研究
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写真２ プレート式連続調査

とする方法であり，この様な工夫は他の地域でも多く見られる．一般に事業用自動車（自動車

運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう：道路運送法第二条８）同士での

路側空間の共有は秩序の維持が容易である．この背景は，荷捌きスペースやタクシーベイ専用

の路側空間確保が難しくなっていることによる．一般旅客自動車運送事業は道路運送法の下で

行われるが，駐車規制の実施は道路事業者と交通警察の専決事項であり，事業者の視点では自

助努力に限界があろう．

４．調査

４．１ 調査方法

調査の方法はプレート式連続調査１１）（写真

２）である．信号管理されている交差点間（約

１００m）の片側を１単位道路区間６）として調査員

を配置した．この調査方法は，路側に駐停車す

る自動車の駐車開始時刻や発時刻，車種，目的

等を調査員の継続的な目視により記録するもの

である．記録には予め作製した調査票を用い，

調査員一人に対し３０m～５０m程度の区間に駐停

車する最大６～７台の４輪自動車の駐停車特性

を記録する．路上駐車の調査では他に断続調査

やアンケート調査等があるが，断続調査では到着時刻と出発時刻を直接記録できないことや短

時間駐車の駐停車行動が記録漏れとなることが多い等の問題がある．またアンケート調査は駐

車目的を聞き取ることができる点で優れているが，違法行為に対する面接調査は回答が不正確

となることも多く，聞き取りには相当の技術と時間を要することになる．

４．２ 事前・事後調査

�調査概要

調査は２時点で行った．調査概要を表３に示す．調査方法，調査時間帯，調査地区は共通で

ある．当地区は用途地域区分では商業地域であるが，物販飲食より業務施設が多い．調査対象

車両は二輪を除く自動車であり，事前（施行前）調査では２，５５４台，事後（施行後）調査では

１，１５０台の観測データを得た．

�道路条件と駐車規制

当該道路区間の交通量は約９，０００台／１２時間であり，都心地区一帯の平均的交通量である．

調査箇所はJR駅を起点とする延長５００mの街路両側であり，約１００m間隔で信号交差点を有す
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3

2

る．

事前，事後での道路形状及び駐車規制の

違いを表４に示す．また事前の道路形態を

写真３に，事後の道路形態を写真４に示

す．道路形態は，事前では片側３車線であ

り，事後は片側２車線とし停車帯を設置した．

これに伴い，事前での通常の「駐車禁止」規制

に対し，事後では補助標識において３つの条件

を設定（写真５）し，荷捌きに配慮した規制と

した．その内容を表５に示す．「①２０分以内」

の時間制限，「②貨物集配中」荷捌き目的であ

ること，「③貨物」車種制限である．ここで

「③貨物」の定義は，「道路標識、区画線及び道

路標示に関する命令」（備考／一本標識板／

事前（施行前） 事後（施行後）

調査方法 ← プレート式連続調査 →

調査日（平日） 平成２４年７月，８月３日間 平成２３年８月，９月３日間

平成２５年７月，９月３日間

調査時間帯 ← ８：００～１９：００ →

調査地区 ←札幌市都心地区（駅前通り）→

地域地区 ←商業地域（駐車場整備地区）→

調査台数 ２，５５４台 １，１５０台

分 類 事前 事後

道路形状 片側３車線 片側２車線＋停車帯

駐車規制 駐車禁止 駐車禁止＋補助標識

表３ 調査概要

表４ 道路形状及び規制の違い

写真３ 事前（施行前）道路形態

写真５ 事後（施行後）駐車規制補助標識写真４ 事後（施行後）道路形態

４１道路交通法による路上駐車管理方策と規制の実効性に関する調査研究
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項 目 内 容

①２０分以内 駐車時間の上限２０分

②貨物集配中 駐車の目的が荷捌き目的

③貨物 車種分類が貨物

項 目 内 容

①駐車時間 到着時刻，出発時刻

②自動車の属性 車種，自家用／事業用

③目的 業務，配達，私用，送迎他

表５ 駐車規制（事後調査）の内容

表６ 主な調査項目

分類 台（構成比％） 台分（構成比（％）

①２０分 １，８２４（８６．７％） ９，７９８（４２．８％）

②配達 ５９９（２８．４％） ７，０９１（３１．０％）

③貨物 ７３２（３４．８％） ９，０２７（３９．５％）

④遵守 ４４０（２０．９％） ３１０７（１３．６％）

全 ２，１０７ ２２，８９５

表７ 規制の遵守割合

（六）車両の種類の略称）での分類による．

�調査項目

分析の対象とした調査項目を表６に示す．規

制の実効性，効果の検証は表５の３項目に対応

する．

（a）駐車時間

記録した「出発時刻」と「到着時刻」の差で

ある．分単位の観測とした．

（b）自動車の属性

「車種」は自動車登録規則第十三条（別表第

二）に示される機能分類（分類番号１～８）に

準じた．また「自家用／事業用」の別は道路運

送車両法施行規則第六十三条の二関係（第十四号様式）による車両番号表の塗色分類である．

（c）目的

PT調査の分類にいくつかの目的を加え８分類（業務（荷無），配達，工事作業，私用，駐車

場入車待ち，送迎，休憩，食事，その他）とした．「送迎」，「休憩」，「食事」等の目的は一般

的な都市交通調査の分類にはないが，従来からの調査結果を考慮し加えた．特にこれらの目的

は非放置での割合が多く交通管理上の対応が難しい駐車である．

５．分析

５．１ 規制遵守の現状

事後調査の結果であり，規制遵守の現状であ

る．表７に規制の遵守割合を２つの単位で示す．

事後調査台数２，５５４台中，停車帯以外（交差点内

や横断歩道上）の駐停車４４７台を除いた集計であ

る．この集計では互いの条件の重なりがあり，構

成比の合計は１００％とならない．２つの単位につ

いて，表中１，８２４なる値は，２，１０７台の中で全目

的，全車種の駐車時間２０分以下の台数である．また９，７９８なる値は，同条件での１，８２４台の駐車

時間（分）の合計である．

�駐車時間２０分の遵守

「①２０分」規制の遵守率は台単位で８６．７％と高く，全目的でも路側空間は効率的に利用され

ており，２０分なる規制時間はほぼ妥当であろう．一方，台分単位の集計ではこの割合が４２．８％
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分類 業務
（荷無） 配達 私用 送迎 休憩 その他 計

構成比（台） １２．９ ３４．９ １６．５ ２１．０ １１．９ ２．８ １００．０

構成比（台分） １５．９ ３６．３ １５．５ １２．５ １４．１ ５．７ １００．０

m（分） １４．０ １１．８ １０．７ ６．８ １３．５ ２３．２ １１．４

σ ３８．０ １７．９ ２４．０ １１．３ ２４．４ ４８．５ ２３．８

≦２０分 ８８．３ ８５．８ ９１．２ ８８．６ ８１．４ ７９．２ ８６．７

表８ 目的構成（％）と統計値

であり５割に満たない．これは台単位で

１３．３％（＝１００－８６．７）の長時間駐車

が，５７．２％（＝１００－４２．８）の時空間を占

有していることを意味し，少数の長時間駐

車による路側占有の影響を示している．別

途集計では，この１３．３％の長時間駐車の

６９．９％は非放置であり，民間の駐車監視員

による取り締まりの対象外である．駐車時

間長分布を「全目的全車種」及び「配達貨

物限定」別に図４に示す．縦軸は構成比（％）の累積，横軸は駐車時間長（分）である．累積

分布はほぼ同様であるが，「配達貨物限定」では２０分以下の累積値が小さく，５分以下の短時

間駐車では有意な差があり，この差は１５．１％（＝５３．３－３８．２）である．一方駐車時間長２０分以

下で８５．３％の荷捌駐車が終了しており，「配達貨物」を対象とした２０分規制は適切な基準値で

ある．

�目的と車種の遵守

台単位集計での「②

配達」の割合は２８．４％

（表７）であり，規制

の実効性は高いとはい

えない．表８に示す目

的別の路上駐車の構成

比（タクシー除く）で

は，配達の割合は台単

位で３４．９％である．５分以下の停車は全ての目的で合法であるが，停車帯は業務（荷無し），

私用，送迎等の駐車が共存し機能していることがわかる．特に一般車より大きな駐車スペース

を要する貨物車は，停車帯以外の交差点や横断歩道直近での駐車行動となることも多い．

ここで「送迎」や「休憩」はPT調査やOD調査等の交通調査の分類には無いが，路上駐車で

は相当の割合を占めているため別途の分類とした．ここで「休憩」なる分類は，路外への用務

のない駐車（乗り降り無）であり，時間調整等のための駐車と考えられる．「送迎」，「休憩」

共に非放置の駐車であり長時間の駐車でも規制は難しい．

「③貨物」の割合（表７）は３４．８％（台単位）であり目的分類よりも大きな値である．台分

単位でのこの値は３９．５％であり，貨物の平均駐車時間が他の車種より長いことから台分単位＞

台単位となる．表９に停車帯利用の車種分類を示す．貨物を「商用」（貨物の運送の用に供する

図４ 駐車時間長分布

４３道路交通法による路上駐車管理方策と規制の実効性に関する調査研究
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図５ 規制の遵守割合（台集計）

図６ 規制の遵守割合（台分集計）

小型自動車）と「トラッ

ク」（貨物の運送に供する

普通自動車）別に示す．

台単位で４５．４％が乗用

車，１８．５％はタクシーで

ある．タクシーは貨物の

半数を占め，特に客待ち

タクシーの駐車管理は課

題であることがわかる．

�３条件の遵守

図５（台単位）及び図６（台分単位）に

３条件の遵守の関係を面積比で示す．これ

より以下のことがわかる．なお当地区での

民間駐車監視員による違法駐車の確認は

０．５～２回／日程度であり，交通警察によ

る確認は日常行っていない．

①台単位（図５）の集計では，３つの条件

を満たす駐停車の割合は２０．９％であり，３

条件を全て満たさない割合は７．８％であっ

た．また台分単位（図６）の集計では

１３．６％であり，規制遵守の割合は高いとは

言えない．

【台単位の集計】

②「配達」の８５．８％と「貨物」の８５．２％は

２０分以下の駐車であり，２０分なる時間規制

の遵守率は高い．

③「配達」の８６．１％は「貨物」で行っているが，残１４％（＝１００－８６．１）は乗用車系で用務が

行われている．また「貨物」の７０．５％は「配達」目的であるが，残３０％（＝１００－７０．５）は荷

無し業務等である．従って道路交通法による車種分類基準は，我が国の路上駐車管理において

は見直しの余地がある．

【台分単位の集計】

④駐車時間２０分以下の「配達」の割合は５０．８％であり，「貨物」ではこの割合が３９．９％となっ

た．台単位集計ではこれらの値は８５％程度であり，少数の長時間駐車の規制による路側空き空

分類 乗用車
貨物

タクシー その他 計
商用車 トラック

構成比（台） ４５．４ １９．５ １５．３ １８．５ １．３ １００．０

構成比（台分） ４４．７ ２０．３ １９．２ １４．６ １．２ １００．０

m（分） １０．７ １１．３ １３．８ １３．８ １０．１ １０．９

σ ２５．２ １９．６ ２４．３ １３．８ ２４．４ ２２．３

≦２０分 ８７．９ ８６．１ ８４．２ ８５．１ ９３．１ ８６．６

表９ 車種構成（％）と統計値
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分類 単位 業務 配達 私用 送迎 休憩他 計

施行後 実数（台） ２２２ ５９９ ２８４ ３６０ ２０４ １，７１７

構成比（％） １２．９ ３４．９ １６．５ ２１ １１．９ ９７．２

施行前 実数（台） １０５ ２７９ １４２ ２４３ ９０ ９１０

構成比（％） １１．５ ３０．７ １５．６ ２６．７ ９．９ ９４．４

確率 ０．２１＜Ｐ＜０．２２ ０．０１５＜Ｐ＜０．０１６ ０．２７＜Ｐ＜０．２８ ０．０００４８＜Ｐ＜０．０００４９ ０．０６＜Ｐ＜０．０７

判定（＊５％，＊＊１％） － ＊５％ － ＊＊１％ －

分類 単位 乗用車系 商用車 トラック タクシー 計

施行後 実数（台） ９５６ ４１０ ３２２ ３９０ ２，０７８

構成比（％） ４５．４ １９．５ １５．３ １８．５ ９８．７

施行前 実数（台） ５６０ １５８ １７９ ２４０ １１３７

構成比（％） ４８．７ １３．７ １５．６ ２０．９ ９８．９

確率 ０．０３＜Ｐ＜０．０４ Ｐ≒０ ０．４１＜Ｐ＜０．４２ ０．０４＜Ｐ＜０．０５

判定（＊５％，＊＊１％） ＊５％ ＊＊１％ － ＊５％

表１０ 施行前・施行後目的構成比

表１１ 施行前・施行後車種構成比

間の増加余地は大きい．

５．２ 事前事後の行動変化

表１０に事前事後の目的構成の変化を，表１１に車種構成の変化を示す．施行前施行後の目的構

成の変化（表１０）では，「配達」及び「送迎」の構成比が有意な差となった．「配達」の構成比

施行前３０．７％に対し施行後は３４．９％であり，４．２％の増加となっている．この差は危険率５％で

有意である．また「送迎」は施行前２６．７％に対し施行後２１．０％であり，この５．７％の差は危険

率１％で有意である．数値は一致しないが，送迎交通の減少分が配達目的の増加となってい

る．「業務」及び「私用」目的の構成比は統計的に有意な差とならなかった．

車種構成の変化（表１１）では，「乗用車系」と「タクシー」が各 ３々．３％及び２．４％減少し，

「商用車」が５．８％増加している．「トラック」の構成比はほとんど変化がなかった．数値とし

ては大きくはないが，乗用車及びタクシーが排除され商用車が増加したことは，貨物車による

荷捌き業務の駐停車を促す規制の効果を示している．

６．まとめ

本研究の成果と課題を以下に示す．

道路交通法による駐車管理では，時間制限駐車区間，駐車禁止除外指定等の施策がある．そ

れらは対象が個人か否か，道路区間が限定されるか否か，公共機能か否か，日常か緊急か等の

分類で示されるが，この様な施策は増加の傾向にある．近年では介護や高齢ドライバーへの配

慮もなされ，路側の駐車機能はより多様化している．これらに対しては規制標識の設置だけで

４５道路交通法による路上駐車管理方策と規制の実効性に関する調査研究
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は秩序維持に限界があり，人手以外の駐車管理システムも必要である．

荷捌き用務に配慮した駐車規制の実効性については，駐車規制時間２０分については遵守の割

合が８６．７％と高く数値の設定がほぼ妥当であること，一方車種や目的の遵守率は２８．４％～

３４．７％であり，３規制の遵守率は２０．９％であった．施行前施行後の目的及び車種構成の違いに

関する統計分析では，「配達」が４．２％の増加及び「送迎」の５．７％の減少が確かめられた．ま

た車種構成の変化では，乗用車系及びタクシーの計５．７％の減少及び商用車の５．８％の増加が確

認された．これらは僅かではあるが，規制の効果といえよう．

平成１８年より始められた民間の駐車監視員による路上駐車管理は放置自動車を対象としたも

のであり，駐車時間の長さや車種，目的等を管理するものではない．特に駐車場整備地区での

駐車管理について，その秩序化は魅力的な都心空間の創出としての意味もある．
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